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△ 相続税額がない場合の未成年者控除

Q :父が死亡し、私と母がその財産を相続

しました。私はまだ未成年者で、私の取得し

た財産は生命保険金だけです。

ところで、相続税の計算をすると、私は生

命保険金の非課税規定により相続税額が算出

されませんが、この場合、私の未成年者控除

額はどうなるのでしょうか。

A:お母さんの相続税額から控除すること
ができます。

【解説】

相続又は遺贈により財産を取得した者が、

相続税法に規定する未成年者（満20歳未満

の者）である場合には、相続開始の日からそ

の者が20歳に達するまでの年数（1年未満

の端数は1年として計算します）1年につき

6万円を乗じて計算した金額がその者の相続

税額から控除されます。

この未成年者控除は、相続又は遺贈により

財産を取得した者に適用されることになって

いて、財産を取得しない者にはその適用はあ

りません。

また、未成年者控除額がその者の納付すべ

き相続税額を超えるときは、その超える部分

の金額はその者の扶養義務者の相続税額から

控除することができることとされています。

ご質問の場合、保険金の非課税枠内のため

算出される相続税額がありませんが、相続又

は遺贈により財産を取得した者に該当します

ので、控除しきれない未成年者控除額は、扶

養義務者の相続税額から控除することができ

ま す。』


